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広報もとみや　平成21年1月 知らせお

年
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国
民
年
金
は
20
歳
か
ら
加
入
で
す
！

　

国
民
年
金
は
国
が
運
営
す
る

公
的
年
金
制
度
で
す
。
20
歳
に

な
っ
た
と
き
に
は
、
日
本
国
内

に
住
所
を
有
す
る
す
べ
て
の
方

が
加
入
し
ま
す
。
保
険
料
を
納

付
し
て
、
年
金
を
受
け
と
る
こ

と
は
、
義
務
で
あ
り
権
利
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　

国
民
年
金
は
終
身
年
金
な
の

で
、
受
給
開
始
か
ら
生
涯
に
わ

た
り
老
齢
基
礎
年
金
を
受
け
取

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
基
礎
年

金
の
３
分
の
１
（
将
来
は
２
分

＊借金（サラ金・ローン返済）
　　　にお悩みの方ご相談ください＊
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の
１
）
を
国
が
補
助
す
る
の
で
、

現
在
20
歳
の
方
も
、
平
均
的
に

長
生
き
す
れ
ば
、
納
付
し
た
保

険
料
額
以
上
の
年
金
を
受
け
取

る
こ
と
が
で
き
る
お
ト
ク
な
仕

組
み
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

も
し
、
保
険
料
の
未
納
期
間

が
多
く
て
年
金
が
受
け
取
れ
な

か
っ
た
場
合
、
年
金
に
充
て
ら

れ
る
国
の
補
助
（
税
金
）
を
負

担
し
続
け
て
い
る
の
に
、
そ
の

メ
リ
ッ
ト
を
何
も
受
け
ら
れ
な

い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

つ
ま
り
、
20
歳
か
ら
60
歳
に

な
る
ま
で
保
険
料
を
納
付
し

て
、
満
期
の
基
礎
年
金
を
受
け

取
る
こ
と
が
一
番
お
ト
ク
で
す
。

学
生
の
方
に
は
、
う
れ
し
い
特
例
も
！

　

学
生
（
※
）
の
方
に
は
、
申

請
に
よ
り
国
民
年
金
保
険
料
の

納
付
が
猶
予
さ
れ
る
「
学
生
納

付
特
例
制
度
」
が
あ
り
ま
す
。

　

本
人
の
所
得
が
一
定
以
下
の

学
生
が
対
象
と
な
り
、
家
族
の

方
の
所
得
は
問
い
ま
せ
ん
。

　

申
請
は
、
４
月
分
か
ら
翌
年

３
月
分
ま
で
（
年
度
途
中
か
ら

20
歳
に
な
る
方
は
、
そ
の
月
分

か
ら
３
月
分
ま
で
）
の
申
請
を

し
て
い
た
だ
く
よ
う
に
な
り
ま
す
。

◆
手
続
き
場
所

・
市
役
所
市
民
課

・
白
沢
総
合
支
所
市
民
福
祉
課

◆
手
続
き
に
必
要
な
も
の

・
年
金
手
帳

・
印
か
ん

・
学
生
証
ま
た
は
在
学
証
明
書

※
学
生
と
は
、
大
学
（
大
学
院
）、

短
期
大
学
、
高
等
学
校
、
高

等
専
門
学
校
、
専
修
学
校
お

よ
び
各
種
学
校
、
一
部
の
海
外

大
学
の
日
本
分
校
に
在
学
す

る
方
で
、
夜
間
・
定
時
制
課

程
や
通
信
課
程
の
方
も
含
ま

れ
ま
す
の
で
、
ほ
と
ん
ど
の
学

生
の
方
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

30
歳
未
満
な
ら
、
後
払
い
も
Ｏ
Ｋ
。

　

学
生
で
は
な
い
30
歳
未
満
の

方
に
は
、
本
人
と
配
偶
者
の
方

の
収
入
が
一
定
額
以
下
で
あ
れ

ば
、
申
請
に
よ
り
国
民
年
金
の

保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
る

「
若
年
者
納
付
猶
予
制
度
」
が
あ

り
ま
す
。

　

ご
本
人
の
収
入
が
少
な
い
の

に
、
同
居
す
る
親
（
世
帯
主
）

の
収
入
が
一
定
額
以
上
で
あ
る

た
め
に
、
保
険
料
の
免
除
制
度

が
利
用
で
き
な
い
方
は
、
こ
の

制
度
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

◆
問
い
合
わ
せ
先　

市
民
課　

国
保
年
金
係
（
☎
内
線
１
２
７
）

国民年金は、
　終身保障！

～生きている限り
　　受け取れます～
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国民健康保険税の
お支払いについて

来年度から、限定なく
　「年金からのお支払い」と
　　　「口座振替」の選択制となります。

　これまでは、２年間、保険税の納め忘れがなかった
方が口座振替で支払う場合に限って、口座振替とする
ことができましたが、来年度からこうした限定がなく
なります。
　口座振替でのお支払いをご希望される方は、１月30
日までに市役所税務課または総合支所地域振興課の窓
口へお手続きください。
　なお、お手続きいただきますと、４月分の年金から
のお支払いが中止されます。

【ご注意】
１　お手続きに際しては、口座振替依頼書の提出が必
要ですので、①振替口座の預金通帳、②通帳のお
届け印、③保険証をご持参ください。

２　上記の期限を過ぎてお申し出いただいた場合は、
６月分以降の年金から中止させていただくことに
なります。

３　口座からのお支払いに変更した場合、所得申告時
等の保険料控除は、口座振替により支払った方に
適用されます。これにより、世帯全体の所得税や
住民税が減額となる場合があります。

◆問い合わせ先
　本宮市役所　税務課　市民税係
　　　　　　　　　　☎33－1111（内線164）
　白沢総合支所　地域振興課
　　　　　　　　　　☎44－2111（内線509）

長寿医療（後期高齢者医療）制度の
保険料のお支払いについて

来年度から、限定なく
　「年金からのお支払い」と
　　　「口座振替」の選択制となります。

　これまでは、年金から保険料をお支払いいただいて
いる方について、２年間、国民健康保険の保険税の納
め忘れがなかった方ご本人が口座振替で支払う場合や、
世帯主・配偶者が、ご本人（年金収入が180万円未満の方）
に代わって口座振替で支払う場合に限り、口座振替と
することができましたが、来年度からこうした限定が
なくなります。
　現在、年金から保険料をお支払いいただいている方
で、口座振替でのお支払いをご希望される方は、金融
機関の窓口で口座振替のお手続きをしていただいてか
ら、市民課国保年金係の窓口でお手続きください。
　１月30日までにお手続きいただくと、４月分の年金
からのお支払いが中止され、８月から口座振替により
お支払いいただくことになります（お支払いいただく
保険料の総額はかわりません）。

【ご注意】
１　お手続きに際しては、①金融機関へお申し込みい
ただいた「本宮市税等口座振替依頼書」のご本人
控え、②認め印、③長寿医療（後期高齢者医療）
制度の保険証をご持参ください。

２　上記の期限を過ぎてお申し出いただいた場合は、
６月分以降の年金から中止させていただくことに
なります。

３　口座からのお支払いに変更した場合、その社会保
険料控除は、口座振替により支払った方に適用さ
れます。これにより、世帯全体の所得税や住民税
が減額となる場合がありますので、十分ご留意く
ださい。

◆問い合わせ先
　本宮市役所　市民課　国保年金係
　　　　　　　　　　　☎33－1111（☎内線127）


